
平成 22 年 6 月 3 日 

 

 

 
 茨城県信用組合（理事長 幡谷 祐一）は、キャッシュカードの偽造・変造等による犯罪被害防止対策の一環として、

ＩＣキャッシュカードの取扱いを平成２２年６月２１日（月）より、開始いたしますのでお知らせします。 

 ＩＣキャッシュカードの概要は下記のとおりとなります。 
 

   記 

【ＩＣキャッシュカードの概要】 

ＩＣキャッシュ 

カ ー ド の 特 徴 

・磁気ストライプを併用し「ＩＣチップ」を搭載したキャッシュカードです。 

・ＩＣキャッシュカードは、従来の磁気ストライプカードの機能も並存しておりますので、

ＩＣキャッシュカード非対応ＡＴＭや他金融機関ＡＴＭでもご利用いただけます。 

・ＩＣキャッシュカードの「ＩＣチップ」内に、依頼人情報や振込先情報が登録できる振込

カード機能をご利用いただけます。 

ご利用いただける  
お  客   様 

個人のお客様  

対象となる預金 
普通預金・貯蓄預金  

※総合口座取引を含みます。 

お申込み受付け 新規でのお申込みのほか、現在お持ちのキャッシュカードの再発行時に切替えとなります。

手   数   料 

《カード発行手数料》 

 

 

 

 

 

※ＩＣカードへの切替であっても、破損、紛失等に伴う再発行の場合は、原則として

手数料をいただきます。 

取 引 内 容 手 数 料 

新   規 

切   替 
（磁気カード⇒ＩＣカード） 

無  料 

再 発 行 １，０５０円 

限   度   額 

《１日あたりのＡＴＭ利用限度額》 

 

 

 

 

※１日あたりのご利用限度額は、１千円から２００万円の範囲で任意に設定すること

ができます。 

お取引内容 利用限度額 

お支払い ５０万円 

お振込み ５０万円 

振 込 カ ー ド 

《振込カードの利用》 

ＡＴＭの種類 利用状況 取引方法 

ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ × 
ＩＣカードに振込情報先等を登録

していただきます。 

ＩＣキャッシュカード非対応ＡＴＭ ○ 
現行どおり振込カードをご利用い

ただけます。 

※ＩＣキャッシュカード利用のお客様が、ＩＣキャッシュカード非対応ＡＴＭからお振込み

をされる場合は、「都度入力」または「振込カード」が必要となります。 

※カード挿入口付近に、ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭは「ＩＣキャッシュカード対応」、

非対応ＡＴＭには「ＩＣキャッシュカード非対応」のシールで表示してあります。 

以 上 

「ＩＣキャッシュカード」の取扱開始について 

【本件に関するお問い合わせ先】 

  事 務 部 

  TEL 029-３5４-4８11（直通） 


